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希望の講座を選び、受講希望日を担当課と調整してください。受講日の３０日前までに、申請書の様

式に記入し、持参・郵送・FAX・電子メールのいずれかで申し込んでください。 

講師の派遣が決まりましたら、生涯学習課より申込者へ決定通知書を郵送します。 

 

《申込み先》 

富田林市教育委員会  〒584-8511 富田林市常盤町 16 番 11 号 

生涯学習部生涯学習課  TEL：０７２１－２６－８０５６ 

    FAX：０７２１－２６－８０５８ 

                 E-MAIL：s-gaku@city.tondabayashi.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２３年４月 富田林市生涯学習課 

 

講座の目的 

この講座は、市政に関する市民の理解を深め、主体的な市民参加と協働によるまちづくりを進めるとと

もに、市民の学習機会の充実を図ることを目的としています。 

申込みの出来る人は 

富田林市内に在住・在勤・在学の人で、おおむね１０人以上のグループでお願いします。 

日程と時間は 

お申し込みの際、希望の日時を担当課や講師と調整をお願いします。業務の都合により希望どおり実施

できない場合があります。 

会場や参加者の手配は 

講座の主催者は市民のみなさんです。会場の用意や参加者への案内などは実施団体でお願いします。 

料金は 

講師料は不要です。ただし、メニューによっては材料費などの実費が必要なものがあります。 

お願い 

この講座は、市民の方の学習を目的としたものです。講座の中で内容についての質問や意見はお受けし

ますが、市政への苦情や要望をお聞きする場ではないことをご理解ください。 

また、質問に対してその場ではお答え出来ない事も考えられますので、予めご了承をお願いします。 

受け付けられない場合 

① 公の秩序を乱したり、善良な風俗に反するおそれがあるとき。 

② 政治、宗教又は営利を目的とするおそれのあるとき。 

（※政党や政治団体を結成する目的・政党や政治団体の構成員となるよう又は、ならないよう勧誘する

目的・特定の政党その他の政治団体等を支持又は反対する目的・公の選挙又は投票において特定の人

や事件を支持し、又はこれに反対する目的） 

③ この講座の目的に反すると認められるとき。 

市職員が市民のみなさんの地域に出かけ

て行って、市政のことをお話しします。 

とんだばやし発見 

利用のルール・注意 

申 し 込 み 

近くでトーク 

出前講座 メニュー 
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「とんだばやし発見出前講座」メニュー 

 市のしくみを知ろう  

１ 「総合ビジョン」を知ろう ……政策推進課 

富田林市総合ビジョンおよび総合基本計画について説明し、将来像である「ひとがきらめく！

自然がきらめく！ 歴史がきらめく！ みんなでつくる 笑顔あふれるまち 富田林」の実現に

向けた取り組みを紹介。（１時間）【注】市議会開催中はできない場合があります。 

２ 情報公開制度と個人情報保護制度――開かれた市政をめざして …都市魅力課 

開かれた市政の両輪となる富田林市の情報公開制度と個人情報保護制度のあらましを知って

いただき、開示請求のしかたなどを説明します。（１時間） 

３ ようこそ市議会へ――市民の声を行政に ……議会事務局 

議会のしくみや活動について説明します。（１時間）【注】市議会開催中はできません。 

４ 学校給食を食べてみる、調理を見てみる ……学校給食課 

   市内１６小学校の子どもたちが食べている給食を各小学校、又は、給食センターで試食しま

す。また、直接調理中の現場はみてもらえませんが、動画より調理中の様子を見ることがで

きます。（１時間） 

   ※中学校給食の試食については、直接お問い合わせください。（Tel 69-4919） 

【注】１０～２０人まで。月曜日～金曜日の１１時３０分～１２時３０分まで。他の業務な

どで希望日に受付できないこともあります。 

５ 公共施設の将来について ……行政管理課 

   人口減少、厳しい財政状況などの課題は、公共施設の将来にも大きく関わっています。 

   老朽化する公共施設の更新にかかる課題について、市民の皆さんと問題意識を共有し、今後

何が起こるか、どう対処すべきなのかを一緒に考えましょう。 (約１時間) 

   【注】月曜～金曜の午前９時～午後５時３０分※市議会開催中はできない場合があります。 

 税・保険・年金  

７ こうして決まる市民税 ……課税課 

市民のみなさんや市内の会社(法人)に納めていただいている市民税。その金額を決定するし

くみなどについて説明します。（１時間）【注】１～６月は除く。午前１０時～午後４時。 

８ こうして決まる固定資産税 ……課税課 

土地や家屋の評価の方法と、固定資産税の決定のしくみについて説明します。

（１時間３０分）【注】１～５月は除く。午前１０時～午後４時。 

９ 国民健康保険制度について ……保険年金課 

国民健康保険制度のあらましや、加入の手続き、保険料の計算、高額医療費等について説明

します。（１時間）【注】月曜～金曜の午前９時～午後５時３０分、定員20人まで。 

10 老後の安心、国民年金 ……保険年金課 

国民年金制度について理解を深め加入や給付の手続きなどを説明します。 

【注】月曜～金曜の午前９時～午後５時３０分。（定員20人まで） 
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 生活環境と地域づくり  

13 富田林市の環境について ……環境衛生課 

生活環境について説明します。具体的な内容は相談のうえ決めます。 

（１時間）【注】月曜～金曜の午前１０時～午後４時。 

 

14 まちの環境基準――建築協定 ……都市計画課 

地域の生活環境を守るために住民自身がルールを定める「建築協定」のしくみや事例を紹介。

（１時間）【注】水曜～金曜の午前１０時～午後８時。  

15 都市計画にみるまちづくり ……都市計画課 

本市の都市計画の内容を紹介します。都市計画は、土地の利用や建物の建て方のルールを 

はじめ、道路や公園などをきめていくもので、まちづくりを進める上で重要な役割を果たし

ています。【注】水曜～金曜の午前１０時～午後５時。 

16 上水道の仕組みとその役割 ……上下水道総務課 

   上水道の基本的な仕組みと、市民生活にどのように役立っているかを 

   解説します。（１時間） 

17 下水道や浄化槽の仕組みとその役割 ……下水道課 

下水道や浄化槽の基本的な仕組みと、市民生活にどのように役立っているかを解説します。

（１時間） 

18 施設見学 ……南河内環境事業組合 

南河内環境事業組合では、ごみ・し尿の処理施設の見学者を随時募集しています。処理施設

を見学されますと、ごみ・し尿処理の流れを理解していただけます。 

当組合のホームページでも、いろんな情報を掲載しておりますので、ご覧いただき興味のあ

る方は更に実際の工場を見学してください。（１時間３０分） 

【注】月曜～金曜の午前９時３０分～午後４時（１２時から１２時４５分を除く）。見学会

場での食事はできません。 

19 ごみの分け方・出し方 ……環境衛生課 

家庭や職場から出るごみを減らし再資源化するために、分別の方法とごみ 

の出し方を説明します。（１時間）【注】水曜～金曜の午前１０時～午後４時。 

20 町会や自治会を法人化すると ……人権・市民協働課 

集会所などの不動産を所有する団体は、法人格を取得すると団体名義で不動産の登記が可能

になり、不動産に関するトラブルを防止できます。この方法について説明します。（１時間） 

【注】月曜～金曜の午前１０時～午後５時。 

21 町会・自治会の活動と組織運営について ……人権・市民協働課 

ますます重要になる町会・自治会の役割や円滑な運営などについて、基礎となる考え方や運 

営・活動方法等について説明します。（１時間）【注】月曜～金曜の午前１０時～午後５時。 

22 市民公益活動の推進とNPO法人の設立 ……人権・市民協働課 

最近注目されている市民公益活動について解説し、NPO法人を設立する場合の手続きについて

説明します。（１時間）【注】月曜～金曜の午前１０時～午後５時。 

23 広報紙や機関紙で地域・団体の活性化を ……都市魅力課 

団体やサークルで発行する広報紙について、取材の仕方や編集方法をアドバイスし 

ます。（１時間） 

【注】月曜～金曜の午前９時～午後５時 ただし毎月１～１０日はできません。 
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24 地域のくらしを支える公共交通 ……道路交通課 

地域住民の移動を支える大切な交通手段としての公共交通について、皆さんと共に考えます。

（１時間）【注】月曜～金曜の午前１０時～午後４時。 

25 地域猫活動のすすめ ……環境衛生課 

   地域に暮らす所有者のいない猫の繁殖を抑制し、生活環境被害を改善する地域猫活動につい

てご説明します。（１時間）【注】月曜～金曜の午前９時～午後５時３０分。 

 くらしの安全  

29 いのちと財産を守る―防災について ……危機管理室 

災害の現状と対策について、いっしょに考えましょう。具体的な内容は相談のうえ決めます。

（１時間）【注】月曜～金曜の午前１０時～午後４時。 

30 いのちと財産を守る―防犯について ……危機管理室 

   犯罪の現状と対策について、いっしょに考えましょう。具体的な内容は相談のうえ決めます。 

（１時間） 

31 避難行動要支援者名簿について……増進型地域福祉課 

   災害が発生した際に、高齢者や障がい者など自力では避難が困難で支援を必要とする人の情

報について記載した「避難行動要支援者名簿」や、「地域支援組織」の設置などについて説

明します。（３０分）【注】月曜～金曜。 

32 自主防災組織で地域を災害から守ろう ……警備救急課 

地域住民が初期消火・避難誘導・救護活動など行って被害を最小限にくいとめる自主防災組

織。その設置・運営方法や市の補助制度について説明します。（１時間）  

33 我が家の防火対策 ……予防課 

建物火災による死者のうち９割が住宅火災によるもので、その半数は高齢者となっています。

火災から尊い命を守るため、日頃から心がけてほしいポイントを説明します。 

（１時間３０分）【注】５０人まで。火曜～金曜の午後１時３０分～４時３０分。 

34 ３６５日の交通安全 ……道路交通課 

内容は希望をお聞きして決めます。（１時間）【注】月曜～金曜の午前１０時～午後４時。 

 健康  

38 今、なぜ食育？～みんなの元気を育むために～ ……健康づくり推進課 

   生活リズムと朝ごはん、身体に良いバランスのとれた食事、食卓を囲んでの楽しい会話の大

切さ、「いただきます」という感謝の心…健やかな身体、豊かな心を育む食生活についてお

話します。（１時間）【注】月曜～金曜の午前１０時～午後５時。 

39 がん検診・健康診査を受けましょう ……健康づくり推進課 

生活習慣病は知らない間に進行します。自覚症状が出てからでは遅いので、早く病気を見つ

けるための検診についてお話しします。（１時間）【注】月曜～金曜の午前１０時～午後５

時。 

40 子どもの事故予防と健康管理について ……健康づくり推進課 

子どもの事故は、周囲の大人が気をつけることで防げるものが大半です。事故を未然に防ぐ

ための注意点について説明します。子どもの急な発熱やケガに対しての応急措置について説

明します。（１時間）【注】月曜～金曜の午前１０時～午後５時。対象は乳幼児及び保護者。 
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41 生活習慣病（糖尿病・高血圧・メタボ）・フレイルを予防しよう  

……健康づくり推進課・福祉医療課 

生活習慣病・フレイル予防のために気をつけることは何かを分りやすく説明します。（１時

間）【注】月曜～金曜の午前１０時～午後５時。 

 

 

 

 

  子どもと楽しく  

45 親子で遊ぼう ……保育所 

子どもの年齢に合わせて、歌・手遊び・リズム運動など、親子のふれあいの方法を指導しま

す。子育て相談も可。（１時間） 

【注】幼児と保護者。月曜～金曜の午前１０時～１１時。着替え・お茶など必要。 

   ３月・４月は対応できない場合があります。 

46 子育て支援事業の紹介 ……こども未来室 

   子育て中の親が家庭で孤立することのないよう、市が取り組んでいるいろいろな子育て支援

事業を紹介します。（ファミリー･サポート･センター、つどいの広場、地域子育て支援セン

ター、保育所での子育て支援、育児ヘルパー事業、一時預かりお試しチケット事業など）（１

時間） 

【注】月曜～金曜の午前９時～午後５時３０分。 

47 児童虐待とその予防について ……こども未来室 

   富田林市要保護児童対策地域協議会のしくみや、虐待を発見したときの対応、虐待の予防に

ついて説明します。（１時間）【注】月曜～金曜の午前９時～午後５時３０分。 

48 子どもと絵本を読むということ ……中央図書館・金剛図書館 

   子どもたちに読み聞かせをしたいけれど、どんな絵本を選んだらいいの？とお困りの方、子

どもに関わる大人の方に、絵本の読み聞かせの楽しさ、大切さを知ってもらい、図書館がお

すすめする絵本を紹介。子どもと本に関わる活動を応援します。（１時間） 

【注】火曜～金曜の午前１０時～午後５時。 対象は成人一般（乳幼児の同伴も可）。 

定員は25人くらいまで。 

 福祉・人権  

52 認知症サポーター養成講座……高齢介護課 

   認知症を理解し認知症の人をあたたかく見守る認知症サポーターを養成します。（９０分）

【注】月曜～金曜の午前９時３０分～午後５時３０分. 

53 高齢期を健やかに過ごすための介護予防……高齢介護課 

   高齢期を健やかに過ごすための、運動や食事、口の健康などポイントをお伝えします。 

（１時間）【注】月曜～金曜の午前９時３０分～午後５時３０分。対象は高齢者（概ね65歳

以上）。 

 

 

54 介護保険のＡＢＣ ……高齢介護課 

介護保険制度のしくみ、保険料、サービスを利用する手順、利用できるサービスなどを説明

します。（１時間）【注】月曜～金曜の午前９時３０分～午後５時３０分。 
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55 地域福祉の取り組みについて ……増進型地域福祉課 

地域の身近な相談相手である民生委員・児童委員、ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカ

ー）の活動についてや、地域における福祉活動の取り組みなどについて紹介します。（３０分）

【注】月曜～木曜の午前１０時～午後５時。 

56 障がい者福祉について ……障がい福祉課 

障がい者への福祉サービスや手当等について、福祉の手引きに基づき説明します。具体的な

希望内容がありましたら、お聞かせください。（１時間） 

【注】月曜～金曜の午前１０時～午後５時。説明資料の印刷は、主催者でお願いいたします。

（福祉の手引きは、市ウェブサイトの障がい福祉課のページからダウンロードできます。） 

57 障がい理解（障害者差別解消法）について ……障がい福祉課 

   平成２８年４月に施行された障害者差別解消法の基本となる「不当な差別的取扱い」と、

望ましい「合理的配慮の提供」について、具体例をもとに説明します。（３０分） 

【注】月曜～金曜の午前１０時～午後５時。 

58 初めての手話 ……障がい福祉課 

   コミュニケーション方法のひとつである手話と、「聴覚障がい」について理解を深めま

しょう。（１時間） 

【注】１０人以上での申込、３０人まで。月曜～金曜の午前１０時～午後５時。 

59 富田林市男女共同参画計画ウィズプランについて ……人権・市民協働課 

男女共同参画計画「ウィズプラン」に基づいて実施している男女共同参画施策について説

明します。（１時間）【注】３０人くらいまで。 

60 話を聴くことから始まる相手の理解と自分理解 ……富田林市人権教育・啓発推進センター 

話を聴くことの中から、まず相手を知り、そのことを通して自分と相手を理解していくプロ

セスを知ります。（１時間）【注】月曜～金曜の午前１０時～午後５時。 

61 人権ってなんだろう？……人権・市民協働課 

   人権行政推進基本計画に基づく人権施策やＬＧＢＴＱに関する施策、非核・平和の取り

組み等について、お話しします。（１時間） 

【注】月曜～金曜の午前９時３０分～午後５時３０分 

62後期高齢者医療制度について……福祉医療課 

   後期高齢者医療制度のあらましや、医療機関等での窓口負担割合の決定方法、保険料の

計算、高額医療費などの各種給付等について説明します。（１時間） 

   【注】月曜～金用の午前１０時～午後４時 定員２０人 ※７月～９月は除く 

文化・教養・その他 

64 富田林の文化財 ……文化財課 

市内にたくさんある貴重な文化財をご紹介します。  

65 日本の選挙制度について……選挙管理委員会事務局 

    「選挙権」や「選挙人名簿」など選挙制度について説明します。（３０分） 

  【注】月曜～金曜の午前１０時～午後 4 時※選挙等の事情により開催できない場合があります。 
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66 選挙運動（入門編）……選挙管理委員会事務局 

   選挙運動についての簡単な概要を説明します。（３０分） 

    ○文書による選挙運動 

    ○言論による選挙運動 

  【注】月曜～金曜の午前１０時～午後 4 時※選挙等の事情により開催できない場合があります。 

 

 

67 SDGs（持続可能な開発目標）について ……政策推進課 

SDGs及び富田林市の取組についてご説明します。（約１時間） 

【注】月曜～金曜の午前９時～午後５時３０分※市議会開催中等、開催できない場合があり

ます。 

68 ゲートキーパー養成研修【大阪府版】 ……健康づくり推進課 

自殺についての正しい知識を持ち、悩んでいる人や自殺の危機のある人に気づき、寄り添い、

必要な支援につなげ、見守ることができるゲートキーパーを養成します。  （１～２時間）

【注】月曜～金曜の午前９時～午後５時。 

 

69 富田林市の財政状況について ……財政課 

本市の決算状況や将来的な収支見通しについて、わかりやすく説明します。（約３０分） 

【注】月曜～金曜の午前９時～午後５時３０分 ※１０月下旬～２月上旬、市議会開催中等

は開催できない場合があります。 

 

70 若者施策について ……生涯学習課 

   本市では若者が活躍できるまちづくりを推進しています。 

   若者条例や若者会議の活動などをご紹介します。（約３０分～１時間） 

   【注】月曜～金曜の午前１０時～午後１７時 


